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   令和４年度介護業務における労働環境改善支援事業（介護ロボット補助金） 

及び介護ロボット導入支援研修等の実施について（通知） 

 

 

このことについて、令和４年度の標記事業の募集を開始します。 

また、令和４年度より、補助事業とあわせて、本県の介護現場の生産性向上の取組み

の一環として、県立福祉のまちづくり研究所と共同で介護ロボット機器等を適切に活用

できる人材を育成するための動画・実技研修や、機器の導入を通じた生産性向上の取組

みを伴走的に支援する事業を下記のとおり実施しますので、参加をご検討ください。 

なお、事業内容の詳細は別添チラシを確認してください。 

 

記 

 

１ 事業内容（研修事業、補助事業） 

県では、施設・事業所において効率的かつ効果的に介護ロボット導入を進めるため

のモデルとなる施設を育成することとしています。 

本年度、（１）又は（２）の研修事業とあわせて（３）介護ロボット補助金を活用

した施設・事業所を、介護ロボット活用人材に関する「モデル的な取組みを行う施設・

事業所」として認定する予定です。補助に際しても優先的に採択する予定ですので、

積極的に実施いただくようお願いします。 

 

（１）補助事業で導入予定の機器を使用した実技研修（希望する施設・事業所） 

①事業名 介護ロボット導入支援研修（応用編） 

②事業内容 介護ロボット機器（移乗、排泄、見守り支援の３分野）導入後

の施設・事業所内での円滑な活用を目的に、機器の導入前に導

入予定機器を使用して実技指導等を実施する。 

③申請期間 令和４年９月７日（水）～10月４日（火）17時 

④申請方法 WEB形式（申込用ホームページの URLはチラシに記載） 

⑤受講料 無料 

⑥募集施設数 20施設程度 

⑦その他 ・本研修の受講施設・事業所を補助事業で優先的に採択します。 

・介護ロボット導入支援研修（基礎編）を受講した上で申込し



てください。 

・指定権者による直近の施設（事業所）監査において重大な指

摘事項がないことを証する書類（監査結果通知書）の提出が必

要です。 

・令和５年度以降、本県の生産性向上の取組みとして介護ロボ

ット等の導入効果等の成果報告の機会で貴事業所の事例紹介を

依頼する場合がありますので、ご協力をお願いします。 

 

（２）専門職員による業務改善の伴走型支援を受けられる事業（希望する介護保険施設

(介護療養型医療施設を除く)） 

①事業名 介護ロボット導入時伴走型フォローアップ支援事業 

②事業内容 介護ロボット機器の導入検討時の課題分析、導入機器の選定、

導入後の活用法の指導について、介護現場の業務改善全般の指

導を含めて研究所職員が伴走型支援を実施する。 

③申請期間 令和４年９月７日（水）～９月 27日（火）17時 

④申請方法 WEB形式（申込用ホームページの URLはチラシに記載） 

⑤受講料 60万円（県の補助事業を活用することで実質 30万円の負担） 

⑥募集施設数 ５施設程度 

⑦その他 ・本研修の受講施設・事業所を補助事業で優先的に採択します。 

・介護ロボット導入支援研修（基礎編）を受講した上で申込し

てください。 

・本事業の申請者は補助事業の申請期間を別途設定します。 

・指定権者による直近の施設監査において重大な指摘事項がな

いことを証する書類（監査結果通知書）の提出が必要です。 

・令和５年度以降、本県の生産性向上の取組みとして介護ロボ

ット等の導入効果等の成果報告の機会での発表等を依頼する予

定ですので、ご協力をお願いします。 

 

（３）介護ロボット補助金 

①事業名 介護業務における労働環境改善支援事業 

②事業内容 介護ロボット機器や機器導入に伴う通信環境整備に必要な経費

の補助 

③申請期間 令和４年９月７日（水）～10月４日（火）17時 

④申請方法 WEB形式（申込用ホームページの URLは２（３）に記載） 

⑦その他 介護ロボット導入支援研修（基礎編）を受講した上で申込して

ください。 

 

※ 本事業を申請する際の動画研修の受講必須について 

令和４年度より本県が実施する動画研修「令和４年度兵庫県介護ロボット導入支

援研修（基礎編）」を受講することを本事業の申請要件としています。 

本研修では、介護現場での生産性向上の取組みが必要とされる背景や機器の選定

手順、機器の分野ごとの特徴、使用法等について動画で解説します。 



オンデマンド形式で配信するので、都合に応じて任意の時間に視聴可能です。 

なお、機器導入を検討する事業所の職員に受講いただく観点から、１事業所ごと

に申込みをして各事業所職員が視聴してください。 

 

２ 提出書類 

（１）１（３）介護ロボット補助金のみに申請する場合 

①Excelファイル「R4介護ロボット補助金交付申請書様式」（補助金交付申請書、

収支予算書、所要額調書、誓約書及び債権者登録書） 

②Excelファイル「R4介護ロボット導入計画書」 

③販売業者から徴収した見積書（必ず２者以上見積りを行い、最も安価な１者分

について提出すること。）※コピー可 

④補助金振込先に指定する金融機関の通帳のコピー（金融機関名、支店名、口座

番号、口座名義人が分かるもの） 

⑤介護ロボット導入支援研修（基礎編）の動画研修受講後のアンケートに回答し

たことが分かる書類 

    ※次のいずれかの画面を PDF又は画像データ化して添付してください。 

・入力フォームの送信完了後に表示される画面 

・送信後にシステムより自動で送信されるメールの画面 

 

（２）１（３）にあわせて（１）又は（２）の事業にも申請する場合 

   ⑥２（１）に記載のある書類に加えて、直近に行われた指定権者による施設（事

業所）監査の監査結果通知書及び監査報告（写し） 

   ⑦募集チラシに記載のホームページアドレス（URL）より申込みしたことが分か

る書類。 

    ※次のいずれかの画面を PDF又は画像データ化して添付してください。 

・入力フォームの送信完了後に表示される画面 

・送信後にシステムより自動で送信されるメールの画面 

 

（３）提出方法 

   ２（１）及び（２）について電子申請システムにより必要書類（電子データ）を

添付して提出してください。 

    ・２（１）のみに該当する場合、URL①より申請 

URL①：https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1662509199595 

  ・２（１）及び（２）に該当する場合、URL①及び URL②より申請 

URL②：https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1662513458013 

 

  ③～⑦の電子データ化が困難な場合のみ、次の住所に書類を送付してください（そ

の他の書類は郵送不要です）。 

 

 〔送付先〕〒650-8567 神戸市中央区下山手通５－10－１ 

兵庫県福祉部高齢政策課 介護基盤整備班 

※封筒表面に「介護ロボット補助金関係書類在中」と記載してください。 

https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1662509199595
https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1662513458013


 

（４）提出期限 

１（１）＋（３）又は（３）に申請する場合：令和４年 10月４日（火）17時 

１（２）＋（３）に申請する場合：令和４年９月 27日（火）17時 

   ※ １（２）の介護ロボット導入時伴走型フォローアップ支援事業を申請する場 

合、１（３）介護業務における労働環境改善支援事業については審査結果通知

後に別途申請期間を設定します）。 

 

 問合せ先 

介護基盤整備班 大島 

TEL 078-341-7711（内線 2974） 


